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はじめに 

 

平成 19 年 6 月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、

教育委員会が行う事務として、「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価等」が新たに規定されました。 

橋本市教育委員会では、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民の

皆様への説明を果たすため、有識者会議を設置し、教育委員会事務の管理及び

執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に

提出するとともに、橋本市教育委員会ホームページで公表しています。 

点検及び評価の実施を通じて施策の効果を検証し、絶えず改善を図りながら、

教育施策の着実な推進に努めてまいりたいと考えていますので、市民の皆様の

一層のご理解ご協力をお願い申し上げます。 
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Ⅰ 本市における点検及び評価について 

 

１ 点検及び評価の目的 

教育委員会は、毎年、教育に関する事務が橋本市教育施策の方針に基づいて適切に実施さ

れているか点検するとともに、その成果及び課題等について自ら評価することにより、効果

的な教育行政の一層の推進を図ります。点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、議会

に提出して、公表することにより、市民への説明責任を果たし、信頼される教育行政を推進

します。 

 

２ 点検及び評価の対象 

令和 5 年度の「第３期橋本市教育大綱」の基本方針と重点目標の取組状況について、点検及び

評価を行います。 

 

３ 点検及び評価結果の構成 

○ 施策の柱 

「第3期橋本市教育大綱」における13の重点目標毎に「評価シート」を作成します。 

○ 重点的な取組 

重点目標を達成するための42の重点的な取組について、その具体的な施策、成果・課題、指

標、令和5年度の目標・実績・評価を記載しています。 

○ 今後の方向性 

令和5年度の点検及び評価の結果を踏まえ、目標の達成に向けた令和6年度の取組方針を示

しています。 

 

４ 学識経験者の知見の活用 

点検及び評価についての客観性・公平性を確保するため、令和6年5月16日に有識者会議を

開催し、御意見をいただきました。 

◎教育委員会事務の点検及び評価に係る有識者会議委員名簿 

  任期：令和 6年 4月 19 日～令和 7 年 3月 31 日 
 

氏  名 役 職 等 

乾
いぬい

  幸八
こうはち

 橋本市区長連合会会長 

䭊原
かつらはら

 昌文
まさふみ

 
元和歌山大学教育学部 

教職キャリア支援室客員教授 

中谷
なかたに

 朋
とも

礼
ひろ

 橋本市ＰＴＡ連合会会長 

                   （五十音順・敬称略）                    

 

５ 議会への提出及び公表 

令和6年6月議会に報告書を提出するとともに、橋本市教育委員会のホームページに掲載し

ます。 

https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kyoikuiinkai/index.html 
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Ⅱ 教育施策の点検及び評価 

 

第 3 期橋本市教育大綱 

［理念］ 人が学びあい、共に育むまちづくり 

－自治と協働のまち橋本市に向けて－ 

[基本方針と重点目標]   

◆豊かな心と健やかな体を育みます 

(1) 人権教育を推進し、その実践を支援します 

(2) 子どもの道徳性を育む教育を推進します 

(3) 郷土愛を育てるため、ふるさと学習の推進や地域の歴史文化の保護・活用を図り

ます 

(4) 文化芸術・スポーツに親しむ機会を提供します 

(5) 食の大切さの学びを推進します 

 

 

◆家庭教育・学校教育・社会教育の中で多様な学びを育みます 

(6) 基礎学力を基盤とし、学習者の能動的な学びを推進します 

(7) 持続可能な社会の創り手を育む教育（SDGs・ESD）を地域と協働しながら推進し

ます 

(8) 保育園・幼稚園・こども園・小学校・中学校の連携を図ります 

(9) より良い学びの場のための教育環境を整えます 

(10) 心身の健康の保持増進を図り、健康な生活を実践するための教育を推進します 

(11) 読書活動の推進と図書館サービスの充実を図ります 

 

 

◆地域・家庭・学校が連携した地域教育力を育みます 

(12) 共育コミュニティと学校運営協議会が連携・協働し、大人も子どもも学びあう場

づくりを推進します 

(13) 関係機関が連携し、子どもの健全な育成と家庭教育を支援します 
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